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11 大学祭に関するお願い 

学務センター学生活動 

近隣の皆様へのご迷惑とならないよう、以下の内容を企画参加者全員に周知し、

遵守してください。 

 

 

１．大学構内及び大学近隣で喫煙をしないこと！ 
 

平成２８年４月１日から学内全面禁煙とし、違反した学生は処分の対象としています。 

万が一、企画者の喫煙を発見した場合、本学と大学祭実行委員会から以下の処分が下されます。 

大  学：懲戒処分（停学等） 

大学祭実行委員会：企画停止等 

また、構外であっても副流煙や吸殻のポイ捨てなど、近隣住民への迷惑となりますので 

大学近隣では喫煙しないでください。 

 
 
２．来場者や近隣の方とトラブルを起こさないこと！ 
 

大学祭来場者や近隣住民とトラブルになるような言動は厳に慎んでください。 

昨年度、来場者との間でトラブルが発生し、大きな騒動となりました。 

トラブルを起こすと、次年度の企画出展停止等、今後の大学祭の継続に大きな影響が出ます！ 
 
 
３．近隣の居酒屋で打ち上げは行わないこと！ 
 

大学祭終了後に、打ち上げを行う団体も多いと思いますが、 

大学近隣の居酒屋において打ち上げは行わないように留意してください。 

また、打ち上げを行う際は、未成年者は飲酒をしない、させないことを徹底し、名城大学学生 

として節度ある行動を心がけ、くれぐれも店員や他の客に不快な思いをさせることのないよう 

にしてください。 

 

 

残念ながら、大学祭終了後に近隣の皆様から多くの苦情を頂いています。 

 
名城大学学生として不適切な言動があった場合、 
大学祭を中止せざるを得ないことを十分認識しておいてください。 

 
 

以上 

共通 


